
昭
和
四
十
四
年
外
務
省
令
第
八
号

研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則

在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
二
十
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用

に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
号
の
適
用
）

第
一
条
　
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館

に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
別
表

第
三
に
定
め
る
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
は
、
外
務
職

員
の
研
修
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
七
年
外
務
省
令

第
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
外
国
に
お
い
て
研
修
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
そ
の
者
の
属
す

る
在
外
公
館
に
対
応
す
る
号
を
適
用
す
る
。

（
号
の
調
整
）

第
二
条
　
研
修
の
た
め
に
必
要
と
す
る
経
費
が
他
の
在
外

研
修
員
と
の
間
に
著
し
い
不
均
衡
を
生
ず
る
場
合
に

は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
在
外
研
修
員

と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
号
の
適
用
を
調
整
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
第
一
条
に
規
定
す
る
研
修
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
に
係

る
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年

四
月
一
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
一
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
附
則
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
従
い
、
そ
の
者
の
属
す
る
在
外
公
館
に
対
応
す
る
号

を
適
用
す
る
。

附
則
別
表

一
　
大
使
館

号別月額
１号
２号
３号
４号
５号
６号
７号
８号
９号
１０号
１１号
１２号
１３号
１４号
１５号
１６号
１７号
１８号
１９号
２０号
２
１

号

２２号
２３号
２４号
２
５

号

２６号
２７号
２８号
２９号
３０号

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円

円
円
円
円
円

区
分
７６０，７００
７３８，７００
７１６，７００
６９４，７００
６７２，７００
６５０，７００
６２８，７００
６０６，７００
５８４，７００
５６２，７００
５４０，７００
５１８，７００
４９６，７００
４７４，７００
４５２，７００
４３０，７００
４０８，７００
３８６，７００
３６４，７００
３４２，７００
３
２

０
，

７
０

０

２９８，７００
２７６，７００
２５４，７００
２
３

２
，

７
０

０

２１０，７００
１８８，７００
１６６，７００
１４４，７００
１２２，７００

国地
アジア

バング
パキス
ネパ
ミャン
インド
ラ
オ

ス

カンボ
スリラ
タイ
イ
ン

ド
ネ

シ
ア

の別

ラデシュ
タン
ール東ティモール
マー
中華人民共和国モルディブモンゴル

ジアシンガポール
ンカ
大韓民国フィリピンブルネイベトナム
マ
レ

ー
シ

ア

大洋州

パプアニューギニア

マーシャル
ソロモン

ミクロネシア
ト
ン

ガパ
ラ

オ

サモアバヌアツ
フィジー
オーストラリアニュージーランド

北米

ア
メ

リ
カ

合
衆

国

カナダ

中南米

ベネズエラ

ハイチ

ボリビア
キューバニカラグアホン
グアテマラバルバドス
エルサルバドルコロン
エ
ク

ア
ド

ルト
リ

ニ
ダ

ード
・

ト
バ

ゴ

ウルグアイジャマイカ
コスタリカチリパナマ
アルゼンチン

ジュラス

ビアドミニカ共和国

ペルーメキシコ
パラグアイブラジル

欧州

トルクメニスタン

アイスランド
タジキスタン
スイス

カ
ザ

フ
ス

タ
ン

ノ
ル

ウ
ェ

ーベ
ラ

ル
ー

シ

アルバニアキルギスジョージア
アルメニアウクライナウズベキスタン英国オーストリアスウェーデンチェコデンマーク
アゼルバイジャンオランダドイツフランスベルギーリトアニアルクセンブルク
ア
イ

ル
ラ

ン
ド

イ
タ

リ
ア

エ
ス

ト
ニ

ア北
マ

ケ
ド

ニ
ア

ス
ペ

イ
ン

ス
ロ

バ
キ

アス
ロ

ベ
ニ

アセ
ル

ビ
ア

バ
チ

カ
ン

ハ
ン

ガ
リ

ーボ
ス

ニア
・

ヘ
ル

ツ
ェ

ゴ
ビ

ナポ
ル

ト
ガ

ル

キプロスギリシャクロアチアブルガリアポーランド

フィンランドモルドバラトビアロシア

ル
ー

マ
ニ

ア

中東

イエメン

アフガニスタンイラク
サウジアラビア

イラン
レバノン
イスラエルシリア
ク
ウ

ェ
ー

ト

アラブ首長国連邦オマーンカタールバーレーンヨルダン

トルコ

アフリカ

南スー

ギニア
コンゴ民
アンゴラ
ブルキナ
ガボン
エチオ
ガーナ
ウガンダ
ケニア
アルジェ
ナ
ミ

ビ
ア

エジプト

チュニ

1



ダン

主共和国スーダン
ジブチナイジェリアモーリタニアリビア
ファソマリ
カメルーンコートジボワール
ピアジンバブエセネガルベナンマダガスカルモザンビーク
マラウイ
タンザニアルワンダ

リアザンビアボツワナ
モ
ー

リ
シ

ャ
ス

南アフリカ共和国

ジアモロッコ

※
　
在
外
公
館
名
称
位
置
給
与
法
第
十
条
に
よ
り
、
在
勤

基
本
手
当
の
月
額
が
基
準
額
の
１
０
０
分
の
７
５
か
ら
１

０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
ら
れ
る
額
で

あ
る
と
こ
ろ
、
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
も
１
０
０
分
の
７

５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
の
変
動
を
勘
案
し

た
号
の
設
定
が
必
要
と
な
る
。

二
　
総
領
事
館

号別月額
１号
２号
３号
４号
５号
６号
７号
８号
９号
１０号
１１号
１２号
１３号
１４号
１５号
１６号
１７号
１８号
１９号
２０号
２１号
２２号
２３号
２４号
２５号
２６号
２７号
２８号
２９号
３０号

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

区
分
７６０，７００
７３８，７００
７１６，７００
６９４，７００
６７２，７００
６５０，７００
６２８，７００
６０６，７００
５８４，７００
５６２，７００
５４０，７００
５１８，７００
４９６，７００
４７４，７００
４５２，７００
４３０，７００
４０８，７００
３８６，７００
３６４，７００
３４２，７００
３２０，７００
２９８，７００
２７６，７００
２５４，７００
２３２，７００
２１０，７００
１８８，７００
１６６，７００
１４４，７００
１２２，７００

国地の別
アジア

カラチ

チェンナイベンガルール
コルカタムンバイ上海重慶瀋陽香港
広州青島

スラバヤセブダバオ
メダンチェンマイ済州釜山ダナンホーチミン
デンパサールペナン

大洋州

シドニーパースブリスベンメルボルンオークランド

北米

アトラ

カルガ

ンタサンフランシスコシアトルシカゴデトロイトデンバーナッシュビルニューヨークハガッニャヒュース

リートロントバンクーバーモントリオール

トンボストンホノルルマイアミロサンゼルス

中南米

マナウス

レシフェ
リオデジャネイロレオン
クリチバサンパウロ

欧州

エディンバラウラジオストクサンク
デュッセルドルフハンブルクミュン
ミラノバルセロナフランクフルトマル
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トペテルブルクハバロフスクユジノサハリンスク
ヘンストラスブール
セイユ

中東

ジッダ

ドバイ

イスタンブール

アフリカ
※
　
在
外
公
館
名
称
位
置
給
与
法
第
十
条
に
よ
り
、
在
勤

基
本
手
当
の
月
額
が
基
準
額
の
１
０
０
分
の
７
５
か
ら
１

０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
ら
れ
る
額
で

あ
る
と
こ
ろ
、
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
も
１
０
０
分
の
７

５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
の
変
動
を
勘
案
し

た
号
の
設
定
が
必
要
と
な
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
五
月
三
〇
日
外
務
省
令

第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

九
年
四
月
分
以
後
の
研
修
員
手
当
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
日
外
務
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
省
令
施
行
の
際
現
に
研
修
を
命
ぜ
ら
れ
て
い

る
在
外
中
級
研
修
員
及
び
外
務
省
語
学
研
修
員
並
び
に

昭
和
五
十
一
年
度
外
務
公
務
員
採
用
中
級
試
験
の
合
格

者
及
び
昭
和
五
十
一
年
度
外
務
省
語
学
研
修
員
採
用
試

験
の
合
格
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
改

正
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
と
お
り
と
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
四
月
一
九
日
外
務
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る

規
則
別
表
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
分
以
後
の

研
修
員
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
四
月
二
〇
日
外
務
省
令

第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る

規
則
別
表
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
分
以
後
の

研
修
員
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
四
月
九
日
外
務
省
令
第

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る

規
則
別
表
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
分
以
後
の
研

修
員
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
一
月
二
九
日
外
務
省

令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
一
年
四
月
八
日
外
務
省
令
第

七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る

規
則
別
表
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
分
以
後
の

研
修
員
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
三
〇
日
外
務
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
八
日
外
務
省

令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第

六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
〇
月
一
三
日
外
務
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
元
年

八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第

四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
三
〇
日
外
務
省
令
第

七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第

四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第

六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
九
月
二
八
日
外
務
省
令
第

一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第

六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第

六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
四
月
一
日
外
務
省
令
第
三

号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
八
年

八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
五
日
外
務
省
令

第
一
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る

規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、

平
成
九
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
九
年
八

月
分
か
ら
十
二
月
分
ま
で
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用

に
関
す
る
規
則
の
別
表
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る

新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が
そ
の
者
に
係
る
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る

規
則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い
う
。
）

よ
り
下
位
の
号
を
適
用
す
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て

当
該
研
修
員
手
当
の
号
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
二
月
二
六
日
外
務
省
令

第
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る

規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、

平
成
十
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
十
年
八

月
分
か
ら
平
成
十
一
年
二
月
分
ま
で
の
研
修
員
手
当
の

号
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め

る
号
が
そ
の
者
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
研

修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
に
定
め
る

号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い
う
。
）
よ
り
下
位
と
な
る
と

き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当
該
研
修
員
手
当
の
号
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
二
七
日
外
務
省
令

第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
二
九
日
外
務
省

令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
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則
別
表
の
う
ち
大
韓
民
国
の
部
分
は
、
平
成
十
一
年
八

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
外
務
省

令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
七
月
二
七
日
外
務
省
令

第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省

令
第
一
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新

規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
八

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
十
二
年

八
月
分
か
ら
十
二
月
分
ま
で
の
研
修
員
手
当
の
号
に
つ

い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が

そ
の
者
に
係
る
改
正
前
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に

関
す
る
規
則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い

う
。
）
よ
り
下
位
と
な
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当

該
研
修
員
手
当
の
号
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
八
日
外
務
省

令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省

令
第
一
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、

平
成
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
十
四
年

十
一
月
分
及
び
十
二
月
分
の
研
修
員
手
当
の
号
に
つ
い

て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が
そ

の
者
に
係
る
改
正
前
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関

す
る
規
則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い

う
。
）
よ
り
下
位
と
な
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当

該
研
修
員
手
当
の
号
と
な
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
三
〇
日
外
務
省
令

第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
二
九
日
外
務
省

令
第
二
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、

平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
十
五
年

八
月
分
か
ら
十
月
分
ま
で
の
研
修
員
手
当
の
号
に
つ
い

て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が
そ

の
者
に
係
る
改
正
前
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関

す
る
規
則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い

う
。
）
よ
り
下
位
と
な
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当

該
研
修
員
手
当
の
号
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
外
務
省

令
第
二
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新

規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
八

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
平
成
十
五
年

八
月
分
か
ら
十
二
月
分
ま
で
の
研
修
員
手
当
の
号
に
つ

い
て
は
、
そ
の
者
に
係
る
新
規
則
別
表
に
定
め
る
号
が

そ
の
者
に
係
る
改
正
前
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に

関
す
る
規
則
別
表
に
定
め
る
号
（
以
下
「
旧
号
」
と
い

う
。
）
よ
り
下
位
と
な
る
と
き
は
、
旧
号
を
も
っ
て
当

該
研
修
員
手
当
の
号
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
三
〇
日
外
務
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
九
日
外
務
省

令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規

則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省

令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規

則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
二
一
日
外
務
省

令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定

は
、
平
成
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
二
六
日
外
務
省
令

第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
二
月
二
八
日
外
務
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規

則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
二
七
日
外
務
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規

則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
二
一
日
外
務
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定

は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日
外
務
省

令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規

則
別
表
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
五
日
外
務
省

令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
二
九
日
外
務
省
令

第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
八
日
外
務
省

令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
四
日
外
務
省

令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
二
八
日
外
務
省
令

第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
七
日
外
務
省

令
第
九
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
二
二
日
外
務
省

令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
外
務
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
六
日
外
務
省

令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
外
務
省

令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
外
務
省
令

第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
二
七
日
外
務
省
令

第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
五
日
外
務
省
令
第

一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
二
六
日
外
務
省

令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
外
務
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
二
月
二
八
日
外
務
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

研
修
員
手
当
の
号
の
適
用
に
関
す
る
規
則
別
表
の
規
定

は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
六
日
外
務
省

令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
二
七
日
外
務
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
別
表
の
規
定
（
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ア
ル
メ

ニ
ア
及
び
ナ
ミ
ビ
ア
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
平

成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
二
二
日
外
務
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令

第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
三
〇
日
外
務
省

令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
八
日
外
務
省

令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
（
マ
レ

ー
シ
ア
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
、
ソ
ロ
モ
ン
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
バ
ル
バ
ド
ス
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
メ

キ
シ
コ
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
モ

ル
ド
バ
、
ロ
シ
ア
及
び
ザ
ン
ビ
ア
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
七
月
二
九
日
外
務
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
二
八
日
外
務
省

令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
六
日
外
務
省

令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
二
七
日
外
務
省

令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
二
日
外
務
省

令
第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令

第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
三
一
日
外
務
省

令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省

令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
三
〇
日
外
務
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令
第

四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
三
〇
日
外
務
省
令

第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
六
日
外
務
省
令

第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第

六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
二
八
日
外
務
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
三
〇
日
外
務
省
令

第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
四
日
外
務
省
令

第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
五
日
外
務
省
令
第
一

号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
三
年
一
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第

七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
三
〇
日
外
務
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
〇
月
二
九
日
外
務
省
令

第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
外
務
省
令

第
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
次
に
掲
げ
る
別
表
の
規
定
は
、
当
該
別
表
に
定
め
る

日
か
ら
適
用
す
る
。

一
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
に
規
定
す
る
在

外
公
館
中
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
在
中
華
人
民
共
和

国
、
在
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
在
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
、
在
バ
ヌ
ア
ツ
、
在
フ
ィ
ジ
ー
、
在
カ
ナ
ダ
、
在

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
在
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
在
イ
タ
リ

ア
、
在
英
国
、
在
エ
ス
ト
ニ
ア
、
在
オ
ラ
ン
ダ
、
在

北
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
在
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
在
ス
ペ
イ

ン
、
在
ス
ロ
バ
キ
ア
、
在
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
在
チ
ェ
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コ
、
在
ド
イ
ツ
、
在
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
在
バ
チ
カ
ン
、

在
フ
ラ
ン
ス
、
在
ベ
ル
ギ
ー
、
在
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
在

ラ
ト
ビ
ア
、
在
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
在
イ
ス
ラ
エ

ル
、
在
ガ
ボ
ン
、
在
カ
メ
ル
ー
ン
、
在
コ
ー
ト
ジ
ボ

ワ
ー
ル
、
在
セ
ネ
ガ
ル
、
在
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
在

ベ
ナ
ン
、
在
ボ
ツ
ワ
ナ
及
び
在
マ
リ
の
各
日
本
国
大

使
館
並
び
に
在
広
州
、
在
上
海
、
在
重
慶
、
在
瀋

陽
、
在
青
島
、
在
パ
ー
ス
、
在
メ
ル
ボ
ル
ン
、
在
オ

ー
ク
ラ
ン
ド
、
在
カ
ル
ガ
リ
ー
、
在
ト
ロ
ン
ト
、
在

バ
ン
ク
ー
バ
ー
、
在
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
、
在
エ
デ
ィ

ン
バ
ラ
、
在
バ
ル
セ
ロ
ナ
、
在
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル

フ
、
在
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
在
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
在
ミ

ュ
ン
ヘ
ン
及
び
在
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
各
日
本
国
総

領
事
館
に
係
る
同
表
の
規
定
　
令
和
三
年
八
月
一
日

二
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
に
規
定
す
る
在

外
公
館
中
在
ザ
ン
ビ
ア
日
本
国
大
使
館
に
係
る
同
表

の
規
定
　
令
和
三
年
十
一
月
一
日

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
外
務
省
令
第

四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
九
日
外
務
省
令
第

七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
三
一
日
外
務
省
令
第

八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
四
年
八
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
〇
月
二
八
日
外
務
省
令

第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
の
規
定
（
在
ラ

オ
ス
、
在
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
在
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
在
ブ

ル
ガ
リ
ア
、
在
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
在
ロ

シ
ア
、
在
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
在
ザ
ン
ビ
ア
、
在
ジ
ン

バ
ブ
エ
及
び
在
南
ス
ー
ダ
ン
の
各
日
本
国
大
使
館
並
び

に
在
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
、
在
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル

ク
、
在
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
及
び
在
ユ
ジ
ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク

の
各
日
本
国
総
領
事
館
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、

令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
一
日
外
務
省
令

第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
四
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
月
二
〇
日
外
務
省
令
第

一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
適
用
す
る
。

一
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
に
規
定
す
る
在

外
公
館
中
在
ウ
ク
ラ
イ
ナ
日
本
国
大
使
館
に
係
る
同

表
の
規
定
　
令
和
四
年
八
月
一
日

二
　
前
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
令
和
五
年
一

月
一
日

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
外
務
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
三
一
日
外
務
省
令
第

一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
一
日
外
務
省
令
第

一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
外
務
省
令

第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
三
〇
日
外
務
省
令
第

八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
表
（
第
一
条
関
係
）

一
　
大
使
館

号別月額

１号

２号

３号

４号

５号

６号

７号

８号

９号

１０号

１１号

１２号

１３号

１４号

１５号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

区
分

１，３６５，７００

１，３５４，７００

１，３４３，７００

１，３３２，７００

１，３２１，７００

１，３１０，７００

１，２９９，７００

１，２８８，７００

１，２７７，７００

１，２６６，７００

１，２５５，７００

１，２４４，７００

１，２３３，７００

１，２２２，７００

１，２１１，７００

国地の別
アジア

大洋州北米中南米欧州中東アフリカ
１６号

１７号

１８号

１９号

２０号

２１号

２２号

２３号

２４号

２５号

２６号

２７号

２８号

２９号

３０号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

１，２００，７００

１，１８９，７００

１，１７８，７００

１，１６７，７００

１，１５６，７００

１，１４５，７００

１，１３４，７００

１，１２３，７００

１，１１２，７００

１，１０１，７００

１，０９０，７００

１，０７９，７００

１，０６８，７００

１，０５７，７００

１，０４６，７００

３１号

３２号

３３号

３４号

３５号

３６号

３７号

３８号

３９号

４０号

４１号

４２号

４３号

４４号

４５号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

１，０３５，７００

１，０２４，７００

１，０１３，７００

１，００２，７００

９９１，７００

９８０，７００

９６９，７００

９５８，７００

９４７，７００

９３６，７００

９２５，７００

９１４，７００

９０３，７００

８９２，７００

８８１，７００

４６号

４７号

４８号

４９号

５０号

５１号

５２号

５３号

５４号

５５号

５６号

５７号

５８号

５９号

６０号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

８７０，７００

８５９，７００

８４８，７００

８３７，７００

８２６，７００

８１５，７００

８０４，７００

７９３，７００

７８２，７００

７７１，７００

７６０，７００

７４９，７００

７３８，７００

７２７，７００

７１６，７００

６１号

６２号

６３号

６４号

６５号

６６号

６７号

６８号

６９号

７０号

７１号

７２号

７３号

７４号

７５号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

７０５，７００

６９４，７００

６８３，７００

６７２
，

７００

６６１，７００

６５０，７００

６３９，７００

６２８，７００

６１７，７００

６０６
，

７００

５９５，７００

５８４，７００

５７３，７００

５６２
，

７００

５５１
，

７００

ハイチ

トルクメニスタン

イエメンギニアコンゴ民主共和国スー

ナイジェリア

南スーダンモーリタニア

ジブチジンバブエマリ
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ダン

７６号

７７号

７８号

７９号
８０号

８１号

８２号

８３号

８４号

８５号

８６号

８７号

８８号

８９号

９

０

号

円

円

円

円
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

５４０，７００

５２９，７００

５１８，７００

５０７，７００
４９６，７００

４８５，７００

４７４，７００

４６３，７００

４５２
，

７００

４４１，７００

４３０，７００

４１９，７００

４０８，７００

３９７，７００

３

８

６

，

７

０

０

バングラデシュ

パキスタン東ティモール

ネパールミャンマー

モルディブ

インド

キリバス

マーシャル

ソロモンパプアニューギニア

トンガミクロネシア

サ

モ

アパ

ラ

オ

アメリカ合衆国

ベネズエラ

キューバ

ボリビア

ニカラグアバルバドスホンジュラス

グアテマラ

ドミニカ共和国

エルサルバドル

ア

ル

ゼ

ン

チ
ン

ウ

ル

グ

ア

イエ

ク

ア

ド

ルコ

ロ

ン

ビ

アト

リ

ニ

ダ

ード

・

ト

バ

ゴペ

ル

ーメ

キ

シ
コ

ウクライナ

アイスランド

タジキスタン

スイス

カ

ザ

フ

ス

タ
ン

アフガニスタンイラク

サウジアラビア

イラン

レバノン

シリア

イスラエル

ク

ウ

ェ

ー

ト

ブルキナファソ

アンゴラコートジボ

ガボンカメルーン

セネガル
エチオピアガーナ

マダガスカル

モザンビーク

リビア

ウガンダルワンダ

タンザニア

ケニア

アルジェリアザン

モ

ー

リ

シ

ャ
ス

ワール

ベナンマラウイ

ビアボツワナ

９１号

９２号

９３号

９４号

９５号

９６号

９７号

９

８

号

９９号

１００号

１０１号
１０２号
１０３号
１０４号
１０５号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円
円
円
円
円

３７５
，

７００

３６４，７００

３５３
，

７００

３４２，７００

３３１，７００

３２０，７００

３０９
，

７００

２

９

８

，

７

０

０

２８７，７００

２７６，７００

２６５，７００
２５４，７００
２４３，７００
２３２，７００
２２１，７００

シンガポール中華人民共和国モンゴル

カンボジアラオス

スリランカ

ブルネイ

タイ大韓民国

フ

ィ

リ

ピ

ンベ

ト

ナ
ム

インドネシア

マレーシア

バヌアツ

フィジー

オーストラリア

ニ

ュ

ー

ジ

ー

ラ

ン
ド

カナダ

ジャマイカ

コスタリカ

ブラジル

チリ

パナマパラグアイ

ジョージアベラルーシラトビアロシア

アルバニアキルギスノルウェー

英国オーストリアチェコモルドバ

アルメニアデンマーク

スウェーデンフィンランドリトアニア

アゼルバイジャンウズベキスタンオランダスロバキアセルビア

アイルランドイタリアドイツバチカンフランスベルギールクセンブルク

エ

ス

ト

ニ

アク

ロ

ア

チ

アス

ペ

イ
ン

ス

ロ

ベ

ニ

アハ

ン

ガ

リ

ーボ

ス

ニア

・

ヘ

ル

ツ

ェ

ゴ

ビ

ナ

キプロスギリシャブルガリアポーランドポルトガルルーマニア

北マケドニア

カタール

アラブ首長国

トルコバーレ
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連邦オマーンヨルダン

ーン

ナミビア

セーシェル

エジプト南アフリカ共和国

チュニジア

モロッコ

１

０

６
号

１

０

７
号

１

０

８
号

１

０

９
号

１

１

０
号

１

１

１
号

１

１

２
号

１

１

３
号

１

１

４
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

２

１

０

，

７

０

０

１

９

９

，

７

０

０

１

８

８

，

７

０

０

１

７

７

，

７

０

０

１

６

６

，

７

０

０

１

５

５

，

７

０

０

１

４

４

，

７

０

０

１

３

３

，

７

０

０

１

２

２

，

７

０

０

※
　
在
外
公
館
名
称
位
置
給
与
法
第
十
条
に
よ
り
、
在

勤
基
本
手
当
の
月
額
が
基
準
額
の
１
０
０
分
の
７
５

か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め

ら
れ
る
額
で
あ
る
と
こ
ろ
、
研
修
員
手
当
に
つ
い
て

も
１
０
０
分
の
７
５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範

囲
内
の
変
動
を
勘
案
し
た
号
の
設
定
が
必
要
と
な

る
。

二
　
総
領
事
館

号別月額

１号

２号

３号

４号

５号

６号

７号

８号

９号

１０号

１１号

１２号

１３号

１４号

１５号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

区
分

１，３６５

１，３５４

１，３４３

１，３３２

１，３２１

１，３１０

１，２９９

１，２８８

１，２７７

１，２６６

１，２５５

１，２４４

１，２３３

１，２２２

１，２１１

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

，７００

国地の別
アジア大洋州北米中南米欧州中東アフリカ

１６号

１７号

１８号

１９号

２０号

２１号

２２号

２３号

２４号

２５号

２６号

２７号

２８号

２９号

３０号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

１，２００，７００

１，１８９，７００

１，１７８，７００

１，１６７，７００

１，１５６，７００

１，１４５，７００

１，１３４，７００

１，１２３，７００

１，１１２，７００

１，１０１，７００

１，０９０，７００

１，０７９，７００

１，０６８，７００

１，０５７，７００

１，０４６，７００

３１号

３２号

３３号

３４号

３５号

３６号

３７号

３８号

３９号

４０号

４１号

４２号

４３号

４４号

４５号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

１，０３５

１，０２４

１，０１３

１，００２

９９１，７

９８０，７

９６９，７

９５８，７

９４７，７

９３６，７

９２５，７

９１４，７

９０３，７

８９２，７

８８１，７

，７００

，７００

，７００

，７００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

４６号

４７号

４８号

４９号

５０号

５１号

５２号

５３号

５４号

５５号

５６号

５７号

５８号

５９号

６０号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

８７０，７００

８５９，７００

８４８，７００

８３７，７００

８２６，７００

８１５，７００

８０４，７００

７９３，７００

７８２，７００

７７１，７００

７６０，７００

７４９，７００

７３８，７００

７２７，７００

７１６，７００

６１号

６２号

６３号

６４号

６５号

６６号

６７号

６８号

６９号

７０号

７１号

７２号

７３号

７４号

７５号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

７０５，７００

６９４，７００

６８３，７００

６７２，７００

６６１，７００

６５０，７００

６３９，７００

６２８，７００

６１７，７００

６０６，７００

５９５，７００

５８４，７００

５７３，７００

５６２，７００

５５１，７００

７６号

７７号

７８号

７９号

８０号

８１号

８２号

８３号

８４号

８５号

８６号

８７号

８

８

号

８
９

号

９０号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

５４０，７００

５２９，７００

５１８，７００

５０７，７００

４９６，７００

４８５，７００

４７４，７００

４６３，７００

４５２，７００

４４１，７００

４３０，７００

４１９，７００

４

０

８

，

７

０

０

３
９

７
，

７
０

０

３８６，７００

カラチ

チ

ェ

ン

ナ

イベ

ン

ガ

ル

ー
ル

ム

ン

バ
イ

コ
ル

カ
タ

瀋陽

香
港

アトランタ

シ

ア

ト
ル

デ

ト

ロ

イ

トデ

ン

バ
ー

ナ

ッ

シ

ュ

ビ
ル

ニ

ュ

ー

ヨ

ー
ク

ボ

ス

ト
ン

ホ

ノ

ル
ル

サ
ン

フ
ラ

ン
シ

ス
コ

シ
カ

ゴハ
ガ

ッ
ニ

ャヒ
ュ

ー
ス

ト
ン

マ
イ

ア
ミ

ロ
サ

ン
ゼ

ル
ス

マナウス

レ
シ

フ
ェ

レオン

ジッダ

９１号

９２号

９３号

９４号

９５号

９
６

号

９７号

９８号

９９号

１００号

１０１号

１０２号

１０３号

１０４号

１０５号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

３７５
，

７００

３６４，７００

３５３
，

７００

３４２，７００

３３１，７００

３
２

０
，

７
０

０

３０９
，

７００

２９８
，

７００

２８７，７００

２７６，７００

２６５，７００

２５４，７００

２４３，７００

２３２，７００

２２１，７００

重慶

広州上海青島

スラバヤチェン

メダンホーチミン

ダナンペナン

デンパサール
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マイ済州釜山セブダバオシドニーブリスベンメルボルン

パースオークランド

カ
ル

ガ
リ

ート
ロ

ン
ト

バ
ン

ク
ー

バ
ー

モ
ン

ト
リ

オ
ー

ル

リオデジャネイロ

クリチバサンパウロ

サンクトペテルブルク

ユジノサハリンスク

エディンバラウラジオストクハバロフスク

デ
ュ

ッ
セ

ル
ド

ル
フ

ハ
ン

ブ
ル

クフ
ラ

ン
ク

フ
ル

トミ
ュ

ン
ヘ

ンス
ト

ラ
ス

ブ
ー

ル

ミラノマルセイユ

バルセロナ

ドバイ

イスタンブール

１

０

６
号

１

０

７
号

１

０

８
号

１

０

９
号

１

１

０
号

１

１

１
号

１

１

２
号

１

１

３
号

１

１

４
号

円

円

円

円

円

円

円

円

円

２

１

０

，

７

０

０

１

９

９

，

７

０

０

１

８

８

，

７

０

０

１

７

７

，

７

０

０

１

６

６

，

７

０

０

１

５

５

，

７

０

０

１

４

４

，

７

０

０

１

３

３

，

７

０

０

１

２

２

，

７

０

０

※
　
在
外
公
館
名
称
位
置
給
与
法
第
十
条
に
よ
り
、
在

勤
基
本
手
当
の
月
額
が
基
準
額
の
１
０
０
分
の
７
５

か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め

ら
れ
る
額
で
あ
る
と
こ
ろ
、
研
修
員
手
当
に
つ
い
て

も
１
０
０
分
の
７
５
か
ら
１
０
０
分
の
１
２
５
の
範

囲
内
の
変
動
を
勘
案
し
た
号
の
設
定
が
必
要
と
な

る
。
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